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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

８８

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
の
施
行

に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六

年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

理
事

専
門
理
事

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
七
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
則
の
施
行
に
関
す

る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
第
六
項
中
「
前
五
項
」
を
「
前
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第

五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
東
京
都
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
委
員
会
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２

専
門
理
事
は
、
教
育
庁
の
次
長
の
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

で
あ
つ
て
東
京
都
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
指
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
の
職
層
名
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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